
―�

沼
津
市
若
者
世
帯
定
住
支
援
奨
励
金
交
付
制
度�

―

若
者
世
帯
の
移
住
・
定
住
の
一
層
の
促
進
を
図
り
ま
す
！

問加算の対象を中学生までとした理由は。
答 本年度の申請状況と、他市町の状況を勘案した中で、

対象を義務教育制度の中学生までとすることが、最も
効果的であると判断したものである。

問 同様の制度がある周辺市町と比較すると、この金額は
妥当なのか。

答 県外、県内中・西部地域からの転入者に対しては、他
市町と比べても遜色がない制度となっている。

問 本制度における転入の定義は。
答 本市に住民票を移動する前に１年以上ほかの地域に居

住していた人が転入する場合を対象としている。

問 本市から転出せずに住み続けてもらうためにも、市内
移動等に対する３万円の支援は大変意味のあるものと
考えるが、継続して支援していく考えは。

答 住みやすい生活を提供することは最大の課題と認識し
ているが、３万円という金額では、十分な効果が発揮
できないことも想定される。そのため、本制度のさら
なる充実を目指し、施策の重点化を図るために廃止し
たものである。

ピックアップ
議会

◎ 県外や県内中・西部からの転入を促進！…… 県外からの転入は 110 万円、県内中・西
部地域からの転入は 60 万円を奨励金額の基準とするなど、転入以前に住んでいた地域
により金額に差を設け、奨励金額を拡充しました。
◎ 子育て世帯に対する支援を強化！…… 中学生までの子供がいる世帯に奨励金額を加算し

ます。また、中学生までの子供がいる父子・母子世帯も新たに交付対象とします。
◎ 三世代同居・近居に対する支援を強化！…… いずれの地域からの転入でも、親との同居、

近居で住宅を取得した場合は、奨励金額を加算します。

制度の拡充内容

建設水道委員会での主な質疑

本市への移住・定住を支援するため、平成 27 年 7 月より「沼津
市若者世帯定住支援奨励金交付制度」の運用が始まっていましたが、
10 月に「沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されたこ
とに伴い、平成 28 年 1 月から制度が拡充されることになりました。

その拡充内容について、建設水道委員会にて報告があり、質疑が
交わされましたのでお知らせします。

本制度は、人口減少対策に向けた制度である
ため、市内外に向けてより一層の周知を行う
ことを要望するとともに、議会としても、今
後の動向を注視していきます。

■変更前（平成 27年 12月末まで）
対象：市内に住宅を取得した、夫・妻のどちらかが 40 歳未満の夫婦世帯

■変更後（平成 28年 1月から）
対象：①  市内に住宅を取得し、市外から転入した夫・妻のどちらかが 40 歳未満

の夫婦世帯及び中学生までの子のいる父子・母子世帯
　　　② 親と同居するためにリフォームを行い、市外から転入した夫・妻のどち

らかが 40 歳未満の夫婦世帯及び中学生までの子のいる父子・母子世帯

制度の主な変更点

種　別 奨励金額 申請件数 交付実績 制度変更による平成27年度中の経過措置
転入世帯

(従前居住地による区分なし) 40万円 20件 16件 新制度の算定額が現行の額を下回る場合に
は、現行の40万円を交付する。

市内移動等 3万円 59件 48件 平成27年度中に限り交付する。

種　別 奨励金額
基本額 加算額 最大額(基本+加算)

転入

県外からの転入世帯 110万円 ① 中学生までの子供に対する
加算（１人10万円、２人20
万円、３人以上30万円）

② 親と同居または近居に対す
る加算（10万円）

150万円

県内中・西部地域からの転入世帯 60万円 100万円

県内東部地域からの転入世帯 10万円 50万円

親と同居かつリフォームした転入世帯 30万円 なし 30万円
市内移動等 廃止（市外からの転入世帯に対する施策の重点化を図るため）
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11 月定例会の主な内容�
　第３回（11 月）定例会は、11 月 27 日に招集され、12 月 18 日までの 22 日間にわたり開催
しました。この議会では、平成 27 年度補正予算議案等 15 件と議員提出議案１件を審議し、いず
れも原案のとおり議決しました。
　また、17 人の議員によって一般質問が行われ、活発な議論が交わされました。
　この議会の主な内容を紹介します。

議　案　名 内　　　　容 議決結果

条
　
例

議第 76 号
沼津市ふるさと応援基金
条例の一部改正

■�民間企業等からの助成金等の受け入れが可能となります
まちづくりを推進するための事業に要する経費の財源を拡充するため、ふるさと納税によ
る個人からの寄附金に限らず、民間企業等からの助成金等を受け入れられるよう条例を
改正するものです。

可決

議第 77 号
沼津市個人番号の利用に
関する条例の制定

■�庁内における事務の連携の際に特定個人情報の利用が可能となります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、
庁内で扱う個人情報にマイナンバーが付番され、特定個人情報となることから、庁内に
おける事務の連携の際に、特定個人情報の利用を可能とするため、条例を定めるものです。

可決

予
　
算

議第 78 号
平成 27 年度沼津市一般
会計補正予算（第 3 回）

■�当初予算に24億 9,950万 7,000円を追加し、予算総額は740億 4,401万 8,000
円となります

追加したものは、財政調整基金積立金 19 億 8,363 万 5,000 円、病院事業会計繰出金 3
億 5,000 万円、生活保護扶助費 1億 5,449 万 1,000 円が主なもので、減額するものは、
人事異動等に伴う職員人件費の調整額 1億 355 万 6,000 円です。財源としては、それ
ぞれの特定財源のほか、一般財源として繰越金などをもって充てるものです。このほか、
債務負担行為として沼津御用邸記念公園指定管理料を追加するものです。

可決

契
　
約

議第 81 号
工事請負契約の締結（市
道 0275 号線（跨道橋）
整備工事）

■�新東名駿河湾沼津サービスエリアに整備中のスマートインターチェンジへのアクセス
道路上に跨道橋を整備します

制限付き一般競争入札により2 億 3,295 万 6,000 円で名古屋市中区栄二丁目 4 番 1号、
川田工業株式会社名古屋営業所所長鈴木英二と工事請負契約を締結するものです。工事
の内容としては、井出地内において、橋長 36.8 メートルの鋼橋架設工を行うもので、完
成期限は平成 28 年 10 月13 日です。

可決

人
　
事

認第 17 号
人権擁護委員推薦の同意

平成 28 年 3 月 31日をもって任期満了となる南本郷町在住の野
の
方
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氏の再任を推薦することについて同意されました。
同意

そ
の
他

議第 75 号
指定管理者の指定（沼津
御用邸記念公園）

■沼津御用邸記念公園の指定管理者を指定します
沼津御用邸記念公園の指定管理者として、浜松市中区東伊場一丁目1番 26 号、呉竹荘・
日比谷アメニス共同事業体を指定するものです。指定の期間は、平成 28 年 4 月1日か
ら平成 33 年 3 月 31日までです。

可決

☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページをご覧ください。 沼津市議会 検索
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例議第 77 号 沼津市個人番号の利用に関する条例の制定 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯

会派別　賛否が分かれた議案一覧 ◯＝賛成　　×＝反対　　※（　）内は所属議員数

主な議案一覧
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